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コンセント制度を利用した商標登録 

 コンセント制度を利用した商標登録の令和 7 年 4 月 7 日、先行登録商標権者の承諾（コ

ンセント）を得た下記の出願商標の登録が行われたとの報道がされました。 

本願商標（登録第 6916217 号）         引用商標（登録第 5991116 号） 

権利者：株式会社車多酒造           権利者：シャディ株式会社 

                    
 

 

 

 

 

 

https://www.meti.go.jp/press/2025/04/20250407001/20250407001.html 

 本件は拒絶理由通知が出される前に上申書の形で「承諾書」及び「混同を生じるおそれ

がない」ことを明らかにする資料（合意書。出願人の業務内容に関する資料、引用商標権

者の業務内容に関する資）が出されており、出願人の業務が清酒（日本酒）製造販売 で

あり、引用商標権の事業が生活関連用品等の全国の販売店を通じての販売とのことです。 

 コンセント制度については、従来実務で行われてきたアサインバック方式に比べて手続き

が煩雑で利用者が少ないのではないかとの声もあがっておりました。しかしながら今回「引

用登録商標権者の承諾及び両商標の間で混同を生ずるおそれがないことを証明する書

類」は上申書という形で提出されているのですが、内容は以下のようなものであり、非常に

シンプルです。そもそも類似群コードで一致するものの業態が異なり、混同を生ずるおそれ

がないことの証明が比較的容易だったという事情はあるものの、コンセント制度も意外に？

活用できるのかもしれません。 

上申書の添付書類 

承諾書（特許庁の雛形どおり） 

合意書（特許庁の雛形に混同防止措置条項を加えた形） 

出願人・引用商標権者の HP の写 

現在コンセント制度を利用して登録になった事例の検索が特許情報プラットフォームででき

指定商品：第 33類（清酒，焼酎，合成

清酒，白酒，直し，みりん，洋酒，果

実酒，酎ハイ，ビール風味の麦芽発泡

酒，中国酒，薬味酒 

28A01 28A02 28A03 28A04 

指定役務：第 35類（酒類の小売又は卸

売の業務において行われる顧客に対す

る便益の提供他） 

35K03（28A01 28A02 28A03 28A04） 



ますが、現時点では上記１件しか検索できませんでした。今後の事例の蓄積を待ちたいと

ころです。 

 

米国意匠特許の早期審査の停止 

２０２５年４月１８日付で米国特許商標庁(USPTO)は、不正出願撲滅の一環および、未審

査の意匠出願の滞留期間と在庫の削減を図るため、2025 年 4 月 17 日より意匠出願の早

期審査を停止すると発表しました。近年、意匠出願の早期審査請求は 560%急増し、その原

因の多くは不正出願とのことです。 

不正出願の撲滅は商標出願においても USPTO の重要課題の一つであり、当該措置

は、誤ったマイクロエンティティ認証の問題に対処する USPTO の取り組み、および知的財

産制度に対する脅威を軽減し保護する USPTO の広範な取り組みを支援するものでもあり

ます。 

発効日以降に提出された意匠出願の早期審査は認められません。USPTO は、発効日

以降に提出された請求に関連する手数料を払い戻します。 

https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-suspend-expedited-examination-

design-applications 

 

50K unused goods and services cancelled/reexamination and expungement at work 

 上記は米国特許商標庁(USPTO)が Trademark Alert として配信したメールのタイトルで

す。 

商標の不正出願対策に USPTO は力をいれておりますが、その一環として一方的な抹消

および再審査手続を利用して取消された商品および役務が 50,000 件を超えたとのことで

す。取消の大半は、USPTO 長官が独自の判断で specimen farm と呼ばれる見本を

USPTO の要件に沿うようにウェブサイトにて作成したものに関連する登録に対して行った

手続きに基づき、取り消された商品/役務です。これら取消の対象となった出願人(企業等)

は、偽の使用見本を作成する目的でのみこれらの電子商取引ウェブサイトを構築しました

が、商標が実際に商業で使用されることはありませんでした。 よって、新しいビジネスチャ

ンスへの道を阻む登録から、未使用の商品やサービスを取り消すために、抹消または再審

査手続請求を推奨しているものと考えられます。 

https://www.uspto.gov/trademarks/protect/requesting-expungement-or-reexamination-

proceeding?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_nam

e=&utm_source=govdelivery&utm_term= 
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